
〔令和７年１２月２２日 第１６回定例会資料〕

議案第５０号

１ 議案名

徳島県会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部

を改正する規則について

２ 提案理由

徳島県学校職員給与条例の一部が改正されることに伴い、会計年度任

用学校職員の勤勉手当の支給割合の算定における勤務成績による割合を

改めるとともに、徳島県会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関

する条例の一部が改正されることに伴い、パートタイム会計年度任用学

校職員の在宅勤務等に係る報酬の支給について必要な事項を定める等の

必要がある。併せて、その他所要の整理を行う。

教 職 員 課





徳島県会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部改正について

教育委員会事務局

教職員課

１ 規則改正の理由

徳島県学校職員給与条例の一部が改正されることに伴い、会計年度任用学校職員の勤

勉手当の支給割合の算定における勤務成績による割合を改めるとともに、徳島県会計年

度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部が改正されることに伴い、パー

トタイム会計年度任用学校職員の在宅勤務等に係る報酬の支給について必要な事項を定

める等の必要がある。併せて、その他所要の整理を行う。

２ 規則改正の概要

（１）勤勉手当の成績率の引上げ

徳島県学校職員給与条例が適用される教職員の給与改定に準じ、会計年度任用学校職

員の勤勉手当の成績率を「０．０２５月分」引上げ

①令和７年度分は、１２月期で「０．０２５月分」を引上げ

②令和８年度以降は、６月期・１２月期の配分を均等化

（６月期・１２月期ともに１．０６２５月）

６月期 １２月期 年計

現 行 1.05月 1.05月 2.10月

令和７年度 1.05月 1.075月 2.125月

改定後

令和８年度以降 1.0625月 1.0625月 2.125月

（２）在宅勤務等手当の新設等

パートタイム会計年度任用学校職員の在宅勤務等に係る報酬の支給について必要な事

項を整備するとともに、通勤に要する費用弁償について所要の整備を行う。

３ 施行期日

公布の日から施行

（（１）①は令和７年１２月１日から適用、（１）②及び（２）は令和８年４月１日

から適用）
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条

例

等

立

案

表

題

名

課
（
室
）
名

徳
島
県
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規

教

職

員

課

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

担
当
者
名

髙

橋

道

和

電
話
番
号

三

一

二

六

提
案
（
制
定
）
理
由

徳
島
県
学
校
職
員
給
与
条
例
の
一
部
が
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
勤
勉

手
当
の
支
給
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
徳
島
県
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
及
び

費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
が
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職

員
の
在
宅
勤
務
等
に
係
る
報
酬
の
支
給
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
。

あ
ら
ま
し

一

会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
の
算
定
に
お
け
る
勤
務
成
績
に
よ
る
割
合
に
つ

い
て
、
勤
務
成
績
が
良
好
な
会
計
年
度
任
用
職
員
を
百
分
の
百
四
・
五
以
上
百
分
の
百
七
・
五
以
下
等

と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
の
算
定
に
お
け
る
勤
務
成
績
に
よ
る
割
合
に
つ

い
て
、
勤
務
成
績
が
良
好
な
会
計
年
度
任
用
職
員
を
百
分
の
百
三
・
二
五
以
上
百
分
の
百
六
・
二
五
以

下
等
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
在
宅
勤
務
等
に
係
る
報
酬
の
支
給
に
つ
い
て
必
要
な
事

項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

四

在
宅
勤
務
等
に
係
る
報
酬
が
支
給
さ
れ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
通
勤
に
要
す

る
費
用
弁
償
に
つ
い
て
、
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

五

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

六

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
か
ら
四
ま
で
及
び
五
の
一
部

に
つ
い
て
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

七

一
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

関
係
法
規

徳
島
県
学
校
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
徳
島
県
条
例
第

号
）

徳
島
県
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（

令
和
七
年
徳
島
県
条
例
第

号
）

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
七
年
十
二
月

日
制
定
）

予
算
上
の
措
置

法
令
審
査
会

要

・

否

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

実
施

・

省
略

・

対
象
外
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徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号

徳
島
県
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

中

川

斉

史

徳
島
県
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

第
一
条

徳
島
県
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
徳
島
県

教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
の
五
第
一
号
中
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
七
・
五
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「

百
分
の
百
二
」
を
「
百
分
の
百
四
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
七
・
五
」
に
改
め
、

同
条
第
三
号
中
「
百
分
の
九
十
三
・
五
」
を
「
百
分
の
九
十
六
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
表
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
項
中
「
平
均
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数
」
を
「

一
箇
月
当
た
り
の
平
均
通
勤
所
要
回
数
」
に
改
め
、
同
表
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
項
中
「
平
均
一
箇

月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数
分
」
を
「
一
箇
月
当
た
り
の
平
均
通
勤
所
要
回
数
分
」
に
改
め
る
。

第
二
条

徳
島
県
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
徳
島
県

教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
の
五
第
一
号
中
「
百
分
の
百
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
六
・
二
五
」
に
改
め
、
同
条
第
二

号
中
「
百
分
の
百
四
・
五
」
を
「
百
分
の
百
三
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
百
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百

六
・
二
五
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
百
分
の
九
十
六
」
を
「
百
分
の
九
十
四
・
七
五
」
に
改
め
る

。
第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
在
宅
勤
務
等
に
係
る
報
酬
）

第
十
七
条
の
二

条
例
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
報
酬
の
支
給
日
は
、
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定

の
例
に
よ
る
。

２

条
例
及
び
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
報
酬
の
支
給
に
つ

い
て
は
、
常
勤
職
員
に
対
す
る
在
宅
勤
務
等
手
当
の
支
給
の
例
に
よ
る
。

第
二
十
五
条
中
「
同
号
中
「
（
」
を
「
同
号
中
「
（
第
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在
宅
勤

務
等
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
及
び
」
に
、
「
の
う
ち
、
」
を
「
（
」
に
、
「
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
か

ら
、
そ
の
額
に
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
）
」
を
「
限
る
。
）

」
に
、
「
額
」
」
を
「
額
（
徳
島
県
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

（
令
和
元
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
八
号
）
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
常
勤
職
員
に
対
す
る
在
宅
勤

務
等
手
当
の
支
給
の
例
に
よ
り
当
該
在
宅
勤
務
等
手
当
の
額
に
相
当
す
る
額
を
報
酬
と
し
て
支
給
さ
れ

る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
」
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
表
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
項
中
「
交
替
制
勤
務
に
」
を
「
一
般
職
員
給
与
条
例
第

八
条
の
三
第
一
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
一
条
の
三
第
一
項
又
は
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条

の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
、
交
替
制
勤
務
に
」
に
改
め
、
同

表
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
項
中
「
を
い
う
」
を
「
（
徳
島
県
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
及
び

費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
八
号
）
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
常

勤
職
員
に
対
す
る
在
宅
勤
務
等
手
当
の
支
給
の
例
に
よ
り
当
該
在
宅
勤
務
等
手
当
の
額
に
相
当
す
る
額
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を
報
酬
と
し
て
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
決
定
し
た
回
数

分
）
を
い
う
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
（
徳
島
県
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
（
以
下

「
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
給
与
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
の
五
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ

る
改
正
後
の
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
給
与
規
則
の
規
定
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る

。（
給
与
の
内
払
）

３

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
給
与
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に

は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
給
与
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ

れ
た
給
与
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
給
与
規
則
の
規
定
に
よ
る
給

与
の
内
払
と
み
な
す
。
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１

徳
島
県
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）

新
旧
対

照
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

第
十
五
条
の
五

フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
勤
勉

第
十
五
条
の
五

フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
勤
勉

手
当
の
支
給
割
合
の
算
定
に
お
け
る
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任

手
当
の
支
給
割
合
の
算
定
に
お
け
る
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任

用
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
る
割
合
は
、
当
該
職
員
の
職
務

用
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
る
割
合
は
、
当
該
職
員
の
職
務

に
つ
い
て
監
督
す
る
地
位
に
あ
る
者
に
よ
る
勤
務
成
績
の
証
明

に
つ
い
て
監
督
す
る
地
位
に
あ
る
者
に
よ
る
勤
務
成
績
の
証
明

に
基
づ
き
、
当
該
職
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か

に
基
づ
き
、
当
該
職
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
委

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
委

員
会
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

員
会
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

勤
務
成
績
が
優
秀
な
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職

一

勤
務
成
績
が
優
秀
な
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職

員

百
分
の
百
七
・
五
超

員

百
分
の
百
五

超

二

勤
務
成
績
が
良
好
な
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職

二

勤
務
成
績
が
良
好
な
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職

員

百
分
の
百
四
・
五
以
上
百
分
の
百
七
・
五
以
下

員

百
分
の
百
二

以
上
百
分
の
百
五

以
下

三

勤
務
成
績
が
良
好
で
な
い
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学

三

勤
務
成
績
が
良
好
で
な
い
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学

校
職
員

百
分
の
九
十
六

以
下

校
職
員

百
分
の
九
十
三
・
五
以
下

第
二
十
六
条

前
条
及
び
次
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
第

第
二
十
六
条

前
条
及
び
次
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
第

二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
弁
償(

以
下
「
通
勤
費

二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
弁
償(

以
下
「
通
勤
費

用
弁
償
」
と
い
う
。)

の
支
給
に
つ
い
て
は
、
通
勤
手
当
の
支

用
弁
償
」
と
い
う
。)

の
支
給
に
つ
い
て
は
、
通
勤
手
当
の
支

給
に
関
す
る
規
則(

徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
七)

(

第

給
に
関
す
る
規
則(
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
七)

(

第

八
条
の
二
、
第
十
六
条
の
二
か
ら
第
十
七
条
の
三
ま
で
及
び
第

八
条
の
二
、
第
十
六
条
の
二
か
ら
第
十
七
条
の
三
ま
で
及
び
第

十
七
条
の
四
第
二
項
を
除
く
。)

の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の

十
七
条
の
四
第
二
項
を
除
く
。)

の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
規
則
の
規
定
中

場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
規
則
の
規
定
中

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
字
句
と
す
る
。

げ
る
字
句
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

第
八
条
第

交
替
制
勤
務
に
従
事

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年

第
八
条
第

交
替
制
勤
務
に
従
事

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年

一
項
第
一

す
る
職
員
等
で
一
箇

度
任
用
学
校
職
員

一
項
第
一

す
る
職
員
等
で
平
均

度
任
用
学
校
職
員

号

月
当
た
り
の
平
均
通

号

一
箇
月
当
た
り
の
通

勤
所
要
回
数
の
少
な

勤
所
要
回
数
の
少
な

い
も
の
（
以
下
「
交

い
も
の
（
以
下
「
交

替
制
勤
務
者
等
」
と

替
制
勤
務
者
等
」
と

い
う
。
）

い
う
。
）

第
八
条
第

交
替
制
勤
務
者
等
に

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年

第
八
条
第

交
替
制
勤
務
者
等
に

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年

一
項
第
二

あ
つ
て
は
、
一
箇
月

度
任
用
学
校
職
員
に
あ

一
項
第
二

あ
つ
て
は
、
平
均
一

度
任
用
学
校
職
員
に
あ

号

当
た
り
の
平
均
通
勤

つ
て
は
、
一
箇
月
当
た

号

箇
月
当
た
り
の
通
勤

つ
て
は
、
平
均
一
箇
月

所
要
回
数
分

り
の
平
均
通
勤
所
要
回

所
要
回
数
分

当
た
り
の
通
勤
所
要
回

数
分
（
一
週
間
当
た
り

数
分
（
一
週
間
当
た
り

の
勤
務
日
数
に
五
十
二

の
勤
務
日
数
に
五
十
二

を
乗
じ
、
そ
の
数
を
十

を
乗
じ
、
そ
の
数
を
十

二
で
除
し
て
得
た
数
（

二
で
除
し
て
得
た
数
（

小
数
点
以
下
一
位
未
満

小
数
点
以
下
一
位
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は

の
端
数
が
あ
る
と
き
は

、
こ
れ
を
切
り
上
げ
た

、
こ
れ
を
切
り
上
げ
た
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数
）
の
回
数
分
を
い
う

数
）
の
回
数
分
を
い
う

。
）

。
）
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２

徳
島
県
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則

新
旧
対
照
表
（
第
二
条
関
係
）

※

「
現
行
」
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
（
こ
の
規
則
の
公
布
日
か
ら
施
行
）
後
の
も
の

改

正

案

現

行

第
十
五
条
の
五

フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
勤
勉

第
十
五
条
の
五

フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
勤
勉

手
当
の
支
給
割
合
の
算
定
に
お
け
る
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任

手
当
の
支
給
割
合
の
算
定
に
お
け
る
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任

用
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
る
割
合
は
、
当
該
職
員
の
職
務

用
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
る
割
合
は
、
当
該
職
員
の
職
務

に
つ
い
て
監
督
す
る
地
位
に
あ
る
者
に
よ
る
勤
務
成
績
の
証
明

に
つ
い
て
監
督
す
る
地
位
に
あ
る
者
に
よ
る
勤
務
成
績
の
証
明

に
基
づ
き
、
当
該
職
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か

に
基
づ
き
、
当
該
職
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
委

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
委

員
会
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

員
会
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

勤
務
成
績
が
優
秀
な
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職

一

勤
務
成
績
が
優
秀
な
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職

員

百
分
の
百
六
・
二
五
超

員

百
分
の
百
七
・
五

超

二

勤
務
成
績
が
良
好
な
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職

二

勤
務
成
績
が
良
好
な
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職

員

百
分
の
百
三
・
二
五
以
上
百
分
の
百
六
・
二
五
以
下

員

百
分
の
百
四
・
五
以
上
百
分
の
百
七
・
五

以
下

三

勤
務
成
績
が
良
好
で
な
い
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学

三

勤
務
成
績
が
良
好
で
な
い
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学

校
職
員

百
分
の
九
十
四
・
七
五
以
下

校
職
員

百
分
の
九
十
六

以
下

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
在
宅
勤
務
等
に

係
る
報
酬
）

第
十
七
条
の
二

条
例
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
報
酬
の
支

（
新
設
）

給
日
は
、
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

２

条
例
及
び
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
第
十
四
条
の

二
の
規
定
に
よ
る
報
酬
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
常
勤
職
員
に
対

す
る
在
宅
勤
務
等
手
当
の
支
給
の
例
に
よ
る
。

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
通
勤
に
要
す
る

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
通
勤
に
要
す
る

費
用
の
費
用
弁
償
）

費
用
の
費
用
弁
償
）

第
二
十
五
条

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

第
二
十
五
条

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に

よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
給
与
条
例
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
の
規

よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
給
与
条
例
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
（
第
十
一
条
の
三
第
一
項

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
（

の
規
定
に
よ
り
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
及
び
定

定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
学
校
職
員
（

支
給
単
位
期
間

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
学
校
職
員
の
う
ち
、
支
給
単
位
期
間

当
た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

当
た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

学
校
職
員
に
限
る
。
）

学
校
職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
人
事
委
員

」
と

会
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
）
」
と

あ
る
の
は
、
「
に
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
数
を
五
で
除
し
て

あ
る
の
は
、
「
に
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
数
を
五
で
除
し
て

得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
徳
島
県
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員

得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
」

の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
徳
島
県
条

例
第
二
十
八
号
）
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
常
勤
職
員
に

対
す
る
在
宅
勤
務
等
手
当
の
支
給
の
例
に
よ
り
当
該
在
宅
勤
務

等
手
当
の
額
に
相
当
す
る
額
を
報
酬
と
し
て
支
給
さ
れ
る
パ
ー

ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
」
と
す
る
。

と
す
る
。

第
二
十
六
条

前
条
及
び
次
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
第

第
二
十
六
条

前
条
及
び
次
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
第

二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
弁
償
（
以
下
「
通
勤
費

二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
弁
償
（
以
下
「
通
勤
費

用
弁
償
」
と
い
う
。
）
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
通
勤
手
当
の
支

用
弁
償
」
と
い
う
。
）
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
通
勤
手
当
の
支

給
に
関
す
る
規
則
（
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
七
）
（

給
に
関
す
る
規
則
（
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
七
）
（
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第
八
条
の
二
、
第
十
六
条
の
二
か
ら
第
十
七
条
の
三
ま
で
及
び

第
八
条
の
二
、
第
十
六
条
の
二
か
ら
第
十
七
条
の
三
ま
で
及
び

第
十
七
条
の
四
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ

第
十
七
条
の
四
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
規
則
の
規
定

の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
規
則
の
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

第
八
条
第

一
般
職
員
給
与
条
例

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年

第
八
条
第

交
替
制
勤
務
に

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年

一
項
第
一

第
八
条
の
三
第
一
項

度
任
用
学
校
職
員

一
項
第
一

度
任
用
学
校
職
員

号

、
学
校
職
員
給
与
条

号

例
第
十
一
条
の
三
第

一
項
又
は
警
察
職
員

給
与
条
例
第
十
三
条

の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
在
宅
勤
務
等

手
当
を
支
給
さ
れ
る

職
員
、
交
替
制
勤
務

に
従
事
す
る
職
員
等

従
事
す
る
職
員
等

で
一
箇
月
当
た
り
の

で
一
箇
月
当
た
り
の

平
均
通
勤
所
要
回
数

平
均
通
勤
所
要
回
数

の
少
な
い
も
の
（
以

の
少
な
い
も
の
（
以

下
「
交
替
制
勤
務
者

下
「
交
替
制
勤
務
者

等
」
と
い
う
。
）

等
」
と
い
う
。
）

第
八
条
第

交
替
制
勤
務
者
等
に

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年

第
八
条
第

交
替
制
勤
務
者
等
に

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年

一
項
第
二

あ
つ
て
は
、
一
箇
月

度
任
用
学
校
職
員
に
あ

一
項
第
二

あ
つ
て
は
、
一
箇
月

度
任
用
学
校
職
員
に
あ

号

当
た
り
の
平
均
通
勤

つ
て
は
、
一
箇
月
当
た

号

当
た
り
の
平
均
通
勤

つ
て
は
、
一
箇
月
当
た

所
要
回
数
分

り
の
平
均
通
勤
所
要
回

所
要
回
数
分

り
の
平
均
通
勤
所
要
回

数
分
（
一
週
間
当
た
り

数
分
（
一
週
間
当
た
り

の
勤
務
日
数
に
五
十
二

の
勤
務
日
数
に
五
十
二

を
乗
じ
、
そ
の
数
を
十

を
乗
じ
、
そ
の
数
を
十

二
で
除
し
て
得
た
数
（

二
で
除
し
て
得
た
数
（

小
数
点
以
下
一
位
未
満

小
数
点
以
下
一
位
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は

の
端
数
が
あ
る
と
き
は

、
こ
れ
を
切
り
上
げ
た

、
こ
れ
を
切
り
上
げ
た

数
）
の
回
数
分
（
徳
島

数
）
の
回
数
分
を
い
う

県
会
計
年
度
任
用
学
校

職
員
の
給
与
及
び
費
用

弁
償
に
関
す
る
条
例
（

令
和
元
年
徳
島
県
条
例

第
二
十
八
号
）
第
十
四

条
の
二
の
規
定
に
よ
り

常
勤
職
員
に
対
す
る
在

宅
勤
務
等
手
当
の
支
給

の
例
に
よ
り
当
該
在
宅

勤
務
等
手
当
の
額
に
相

当
す
る
額
を
報
酬
と
し

て
支
給
さ
れ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
委
員
会
が
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別
に
定
め
る
方
法
に
よ

り
決
定
し
た
回
数
分
）

を
い
う
。
）

。
）
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